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１ 地域包括支援センターの機能と役割



高齢者の方が、住み慣れた地域で自立した生活が継続でき
るよう、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士などの職員
が、介護・ 福祉・健康・医療などの様々な御相談に応じる「高
齢者の方等の身近な相談窓口」です。

地域包括支援センターとは

市内４９か所のセンターを設置

面積≒3 

人口≒3万人
（内、高齢者人口）≒５,6千人

１センターあたりの

平均



地域包括ケアシステムを構築し、かつ有効に機能させるために、保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員
がその専門知識や技能を互いに生かしながらチームで活動し、地域住民とともに地域のネットワークを構築しつ
つ、個別サービスのコーディネートをも行う地域の中核機関として設置。

【地域包括支援センター運営マニュアル２訂を一部編集）

このような役割を地域包括支援センターが果たせるよう、地域包括支援センターの設置者（設置・運営法人）には、

「包括的支援事業の効果的な実施のために、①介護サービス事業者、②医療機関、③民生委員法に定める民生
委員、④被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状
態の軽減若しくは悪化の予防のために事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない」という努
力義務が課せられている。

（介護保険法第１１５条の４６第７項より）

「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定」と、「地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進」のために

点（個別）の支援と、センターの活動基盤となる面（地域）

への働きかけを一体的に行う機関

【参考】根拠条文等

地域包括支援センターは、包括的支援事業等（総合相談支援、権利擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的・継
続的ケアマネジメント支援）の実施により、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を
行い、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設。

（介護保険法第１１５条の４６より）



地域包括支援センターの主な業務

• 総合相談支援

• 地域包括支援ネットワーク構築

• 高齢者実態把握
総合相談支援業務

• 高齢者虐待の防止及び対応

• 判断能力を欠く常況にある人への支援（成年後見制度の活用促進等）

• 消費者被害の防止及び対応
権利擁護業務

• 個別ケアマネジメント支援

• 地域のケアママネジメントの環境整備

包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援業務

• 要支援者等を対象とした、介護予防に資するケアマネジメント
介護予防ケアマネジメ

ント

• 個別ケア会議

• 地域ケア圏域会議

• 相談支援・ケアマネジメント会議
地域ケア会議



主任ケアマ
ネージャー

保健師

社会福祉士

包括担当エリアの高齢者人口５，５００人未満

地域支援強化
要員

（常勤もしくは
非常勤）

包括担当エリアの高齢者人口５，５００人以上 ３職種を１名増員

事務員

（非常勤）

３職種

包括担当エリアの高齢者人口７，５００人以上 ３職種をさらに１名増員

川崎市地域包括支援センターの職員体制

【増員基準】



主任介護支援
専門員 保健師等

社会福祉士

チームアプローチ

地域包括支援センターと地域包括ケア（イメージ）

・日常的個別指導・相談
・支援困難事例等への指導・助言
・地域でのケアマネジャーのネット
　ワークの構築

総合相談支援事業
権利擁護事業

被保険者被保険者

ケアチーム

介護支援専門員

長
期
継
続
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

主治医

多職種協働・連携の実現支援

連携

行政機関、保健所、医療機関、児童相

談所など必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）支援の展開

介護サービス

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス ヘルスサービス

虐待防止 ボランティア

民生委員

包括的・継続的
ケアマネジメント支援事業

介護相談
員

虐待防止・早期発見、権利擁護

新
予
防
給
付・
介
護
予
防
事
業

・アセスメントの実施
　　↓
・プランの策定
　　↓
・事業者による事業実施
　　↓
・再アセスメント

主治医

介護予防ケアマネジメント事業

居宅介護支援
事業所

地域医師会、福祉
関係団体、介護支
援専門員等の職能

団体

利用者、被保険者（老人クラブ等）介護保険サービスの関係者

ＮＰＯ等の地域サー
ビスの関係者

権利擁護・相談を担う関係者

地域包括支援センター
運営協議会

・センターの運営支援、評価　　　　　　　　・中立性の確保
・地域資源のネットワーク化　　　　　　　　・人材確保支援

⇒市区町村ごとに設置
（市区町村が事務局）

包括的支援事業の円滑な実
施、センターの中立性・公正
性の確保の観点から、地域
の実情を踏まえ、選定。

出典：厚生労働省

【参考】国資料



２ 地域包括支援センター運営協議会



設置目的

介護保険運営協議会
（定員２０名）

◎ 介護保険事業の運営に関する事項

• 介護保険の執行状況

• 介護サービス事業所の運営等に関する事項

• 介護保険制度に関する事項

◎ 介護保険事業に係る高齢者保健福祉施策に関する事項

• 市単独サービスの執行状況に関する事項

• その他（法第５条の第３項に規定する施策の推進等）

地域包括支援センター運営協議会
（定員１０名）

◎ 地域包括支援センターの設置・運営に関する事項

◎ 指定介護予防支援事業者の指定に関する事項

◎ 法第５条第３項に規定する施策の推進

• 介護予防、地域課題及び地域の見守り支援の取組等に関する事項

（地域ケア会議としての取扱事項を兼ねる）

区地域包括支援センター運営協議会
川崎市介護保険条例第5条の3第3項

地域密着型サービス等部会
川崎市介護保険運営協議会規則第5条

運営協議会の設置目的（川崎市介護条例第5条）

◎介護保険事業の運営に関する専門的な見地からの調査審議

◎介護保険事業の運営への市民意見の反映



地域包括支援センター運営協議会の構成

１ 設置根拠

川崎市介護保険条例第５条

２ 委員の定員・構成（川崎市介護保険条例第５条の３）

（１）定員

１０名

（２）構成

①学識経験のある者

②保健、医療及び福祉関係団体の代表者

③事業者の団体の代表者

④被保険者

⑤その他市長が必要と認めた者

３ 取扱事項

次の事項に係る調査・審議（川崎市介護保険条例第５条の３）

（１）地域包括支援センターの設置・運営に関する事項

（２）介護保険法第５条第３項に規定する施策の包括的な推進に関する事項

（３）指定介護予防支援事業者の指定に関する事項



地域包括支援センター運営協議会の取扱事項

（１）地域包括支援センターの設置・運営に関する事項

①地域包括支援センター事業実施方針に関すること

②地域包括支援センターの設置・変更に関すること

③地域包括支援センター事業の実施状況に関すること（かわさきいきいき長寿プラン取組Ⅱの進捗管理）

④地域包括支援センターの事業計画・評価に関すること

⑤地域包括支援センターの公正・中立な運営

（２）介護保険法第５条第３項に規定する施策の包括的な推進に関する事項

地域包括支援センター事業に加え、次の事項に関すること（※市地域ケア推進会議としての取扱事項を兼ねる）

①介護予防事業に関すること

②地域課題に関すること（※包括的支援事業（社会保障充実分）：地域ケア会議、生活支援、医療・介護連携、認知症を主とする）

③その他地域包括ケアの推進に資する施策等に関すること（地域の見守り支援の取組等）

（３）指定介護予防支援事業者の指定に関する事項

指定介護予防支援事業者の指定に関すること

【法第５条第３項（自治体の責務としての地域包括ケア推進の根拠）】

国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、①保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、②要介護状態等となることの予防又は
要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに③地域における自立した日常生活の支援のための施策を、④
医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。



区地域包括支援センター運営協議会の調査審議事項

地域包括支援センター運営協議会 区地域包括支援センター運営協議会

構
成
等

設置単位：市
定 員：10名
開催頻度：年2回
設置根拠：川崎市介護保険条例第5条

設置単位：行政区（７区）
定 員：8名
開催頻度：年2回
設置根拠：川崎市介護保険条例第5条の3第3項

調
査
審
議
事
項

◎ 地域包括支援センターの設置・運営に関する事項
• 地域包括支援センター事業実施方針に関すること
• 地域包括支援センターの設置・変更に関すること
• 地域包括支援センター事業の実施状況に関すること
• 地域包括支援センターの事業計画・評価に関すること
• 地域包括支援センターの公正・中立な運営

◎ 地域包括支援センターの設置・運営に関する事項
• 地域包括支援センターの設置に伴う区割り設定に関すること
• 地域包括支援センターの事業計画・評価に関すること

◎ 法第５条第３項に規定する施策の推進
※市レベルの地域ケア会議としての取扱事項を兼ねる
• 介護予防事業に関すること

• 地域課題に関すること（※包括的支援事業（社会保障充実分）：地域ケア会
議、生活支援、医療・介護連携、認知症を主とする）

• その他地域包括ケアの推進に資する施策等に関すること（地域の
見守り支援の取組等）

◎ 法第５条第３項に規定する施策の推進
※区レベルの地域ケア会議としての取扱事項を兼ねる

• 区内の地域課題の抽出や高齢者の見守り体制の構築に関する
事項等

◎ 指定介護予防支援事業者の指定に関する事項

◎ 区地域包括支援センター運営協議会における調
査審議の結果



【市レベル】
⑤相談支援・ケアマネジメント連絡会議
⑥相談支援・ケアマネジメントＷＧ

【区レベル】
④相談支援・ケアマネジメント推進委員会

【地域包括支援センター】
③相談支援・ケアマネジメント調整会議

市地域包括支援センター運営協議会市地域包括支援センター運営協議会
（兼 ⑧市地域ケア推進会議）

区地域包括支援センター運営協議会区地域包括支援センター運営協議会
（兼 ⑦区地域ケア推進会議）

地域課題を踏まえた
効果的な事業計画の策定 ②地域ケア圏域会議

地域包括支援（相談支援）
ネットワークの構築

個別ケースの積み上げによる地域の現状把握と課題抽出
介護予防

ケアマネジメント業務
包括的・継続的

ケアマネジメント支援業務

支援拒否閉じこもり 認知症 権利擁護 家族関係 ご近所
トラブル 経済問題 健康不安

等

総 合 相 談 支 援 業 務

地域包括支援センター

地域のケアマネジメント
機能強化

相談支援・ケアマネジメント会議

地域包括支援センター運営協議会と地域ケア会議の体系

権利擁護業務

① 個別ケア会議 個別課題解決
個別ケアマネジメント支援
地域課題（環境因子）の気づき 等

生 活 課 題

⑥地域ケア推進会議ＷＧ
※相談支援・ケアマネジメントＷＧと一体開催

市レベルの取組課題整理
（政策形成機能）

地域包括支援センター事業計画、地域ケア会議
等の情報整理等（市地域ケア推進会議での検討
用資料の取りまとめ）



【参考】地域ケア会議

地域ケア会議の機能と目的（『地域ケア会議運営マニュアル』）



【参考】川崎市の地域ケア会議の種類

会議の種類 主催 主な機能

①個別ケア会議 地域包括支援センター、
区役所

個別課題解決、個別ケアマネジメント支援、地域課
題（環境因子）の把握 等

②地域ケア圏域会議 地域包括支援センター 地域包括支援（相談支援）ネットワークの構築等

相
談
支
援
・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
会
議

③相談支援・ケアマネジメント
調整会議

地域包括支援センター 包括的・継続的なケアマネジメントの実践に向けた
事例検討・研修会、関係者の連携等

④相談支援・ケアマネジメント
推進委員会

区役所 区レベルのケアマネジメント機能の強化に向けた区
取組テーマの設定、関係者の連携・調整等

⑤相談支援・ケアマネジメント
連絡会議

市 市レベルのケアマネジメント機能の強化に向けた方
針策定、関係者の連携・調整等

⑥相談支援・ケアマネジメント
ワーキンググループ
※市地域ケア推進会議ワーキンググループ
を兼ねる

市 市レベルの地域情報整理・課題抽出、ケアマネジメ
ント機能の強化等に向けた施策の検討等

⑦区地域包括ケア推進会議 区役所 区レベルの課題整理・取組状況等の報告
区地域包括支援センター運営協議会と一体開催

⑧市地域包括ケア推進会議 市 市レベルの課題整理・取組状況等の報告
市地域包括支援センター運営協議会と一体開催



【参考】相談支援・ケアマネジメント会議（地域のケアマネジメント機能強化）

相談支援・ケマジメント会議は、地域ケア会議の機能（※法第115条の48）のうち、特に「地域のケアマネジメント機能」の

強化（自立支援に資する包括的・継続的ケアマネジメントの実践等）に取り組むため、関係者の協議の場として、

市レベル・行政区レベル・地域包括支援センター担当エリアレベルのそれぞれに設置。

ケアマネジメント機能強化に関する取組状況について、地域包括支援センター運営協議会に適宜報告を行う。

相談支援・ケアマネジメント会議の体系

相談支援・ケアマネジメント

推進委員会

相談支援・ケアマネジメント

連絡会議

相談支援・ケアマネジメント

調整会議

関係情報の提供

取組テーマの報告

取組状況の共有

取組課題の提起

各センターが調整会議で

取り扱う内容

や開催時期等の調整

取組状況の報告

取組課題の提起

○全市の取組状況把握・共有

○市相談支援・ケアマネジメント実施方針の協議

○具体的な対応策の企画

○制度改正、市の新規施策等への対応検討 等

○区相談支援・ケアマネジメント取組テーマの協議

○調整会議で把握された課題等の集約

○具体的な対応策の企画

○調整会議で取り扱う内容や開催時期の調整 等

○包括独自のテーマ設定による事例検討・研修会

○区としての取組テーマに基づく事例検討・研修会

○担当エリアのケアマネジャーのネットワークづくりの支援 等



３ スケジュール



第８期川崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
かわさきいきいき長寿プラン

計画期間 令和３年度 令和５年度



かわさきいきいき長寿プラン



第８期計画期間中のスケジュール（予定）

開催予定 主な審議事項（令和４年度第３回協議会以降は予定）

令和３年度
（１年目）

第１回協議会
11/26

• 委員の改選、議長選任、趣旨説明
• 第８期計画の取組の方向性及び重点事項等の説明
• 地域包括支援センター事業評価（Ｒ２国評価）の対応状況報告
• 市・区取組課題についての検討（市地域ケア推進会議を兼ねる）
• 地域包括支援センターの公正・中立性の確保 等

第２回協議会
2/8

• 第８期計画重点事項等の進捗報告
• 地域包括支援センター事業評価（Ｒ３国評価）の結果報告
• 市・区取組課題の取組状況報告（市地域ケア推進会議を兼ねる）
• 相談支援・ケアマネジメント会議検討状況報告
• 令和４年度地域包括支援センター運営方針等案提示 等

令和４年度
（２年目）

第１回協議会
7/19
介護保険運営協議会と
合同開催

• 地域包括支援センター運営協議会の主な調査審議事項について
• 市・区取組課題の取組状況報告（市地域ケア推進会議を兼ねる）
• 介護予防・日常生活支援総合事業の見直しについて
• 川崎市地域包括ケアシステム連絡協議会ＷＧについて

第２回協議会
11/16

• 地域包括支援センター事業評価（Ｒ３国評価）の対応状況報告
• 市・区取組課題の検討（更新分）・取組状況報告（市地域ケア推進会議を兼ねる）
• 第８期計画重点事項等の進捗報告（第９期計画に向けた論点整理含む）
• 地域包括支援センターの公正・中立性の確保 等

第３回協議会
2/13

• 第８期計画重点事項等の進捗報告（第９期計画に向けた論点整理含む）
• 地域包括支援センター事業評価（Ｒ４国評価）の結果報告
• 市・区取組課題の取組状況報告（市地域ケア推進会議を兼ねる）
• 相談支援・ケアマネジメント会議検討状況報告
• 令和４年度地域包括支援センター運営方針等案提示 等

令和５年度
（３年目）

第９期計画策定に向けた検討
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○ 川崎市介護保険条例（ 該当部分抜粋）  

（ 介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会）  

第５条 市は、 介護保険事業の運営について、 専門的な見地から調査審議するとともに、 その運営

に市民の意見を反映させるため、 川崎市介護保険運営協議会（ 以下「 運営協議会」 という。 ） 及

び川崎市地域包括支援センター運営協議会（ 以下「 地域包括運営協議会」 という。） を設置する。  

第５条の２  運営協議会は、 次条第１項に規定する事項を除き、 介護保険事業の運営に関する事項

のほか、介護保険事業に係る高齢者保健福祉施策に関する事項について調査審議し、市長に対し、

その結果を報告し、 又は意見を申し出ることができる。  

２  運営協議会は委員20人以内で組織し、 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

(１ )  被保険者 

(２ )  学識経験のある者 

(３ )  保健、 医療及び福祉関係団体の代表者 

(４ )  事業者の団体の代表者 

(５ )  その他市長が必要と認めた者 

３  この条例に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。  

第５条の３ 地域包括運営協議会は、地域包括支援センター（ 法第115条の46第１項に規定する地域

包括支援センターをいう。 以下同じ。 ） の設置及び運営に関する事項（ 第４項の規定による調査

審議の結果を含む。 ） 、 法第５ 条第３項に規定する施策の包括的な推進に関する事項（ 第４ 項の

規定による調査審議の結果を含む。 ） 並びに指定介護予防支援事業者の指定に関する事項につい

て調査審議し、 市長に対し、 その結果を報告し、 又は意見を申し出ることができる。  

２  地域包括運営協議会は委員10人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１ )  学識経験のある者 

(２ )  保健、 医療及び福祉関係団体の代表者 

(３ )  事業者の団体の代表者 

(４ )  被保険者 

(５ )  その他市長が必要と認めた者 

３  地域包括運営協議会の下部組織として、 各区に区地域包括支援センター運営協議会（ 以下「 区

地域包括運営協議会」 という。 ） を置く 。  

４  区地域包括運営協議会は、 当該区における地域包括支援センターの設置及び運営に関する事項

参考資料２ 
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並びに法第５ 条第３ 項に規定する施策の包括的な推進に関する事項について調査審議する。  

５  区地域包括運営協議会は委員８ 人以内で組織し、 委員は第２ 項各号に掲げる者のうちから、 地

域包括運営協議会の意見を聴いて、 市長が委嘱する。  

６  この条例に定めるもののほか、 地域包括運営協議会及び区地域包括運営協議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、 規則で定める。  
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○ 川崎市地域包括支援センター運営協議会規則 

（ 趣旨）  

第１条 この規則は、 川崎市介護保険条例（ 平成12年川崎市条例第25号） 第５ 条の３ 第６ 項の規定

に基づき、 川崎市地域包括支援センター運営協議会（ 以下「 地域包括運営協議会」 という。 ） 及

び区地域包括支援センター運営協議会（ 以下「 区地域包括運営協議会」 という。 ） の組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（ 委員の任期）  

第２条 地域包括運営協議会の委員の任期は、 ３年とする。 ただし、 補欠の委員の任期は、 前任者

の残任期間とする。  

２  委員は、 再任されることができる。  

（ 会長及び副会長）  

第３条 地域包括運営協議会に会長及び副会長各１ 人を置き、 委員の互選により定める。  

２  会長は、 会務を総理し、 地域包括運営協議会を代表する。  

３  副会長は、 会長を補佐し、 会長に事故があるときは、 その職務を代理する。  

（ 会議）  

第４条 地域包括運営協議会は会長が招集し、 会長はその会議の議長となる。  

２  地域包括運営協議会は、 委員の半数以上が出席しなければ、 会議を開く ことができない。  

３  地域包括運営協議会の議事は、 出席委員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、 議長の決

するところによる。  

（ 庶務）  

第５条 地域包括運営協議会の庶務は、 健康福祉局において処理する。  

（ 準用）  

第６条 第２ 条から前条までの規定は、 区地域包括運営協議会について準用する。 この場合におい

て、 第５条中「 健康福祉局」 とあるのは「 各区役所」 と読み替えるものとする。  

（ 委任）  

第７条 この規則に定めるもののほか、 地域包括運営協議会の運営について必要な事項は地域包括

運営協議会に、 区地域包括運営協議会の運営について必要な事項は区地域包括運営協議会に会長

が諮って定める。  

附 則

この規則は、 平成27年４月１日から施行する。  

参考資料３ 



令和４年度市地域ケア推進会議課題整理シート（ 地域包括支援センター事業計画等に基づき整理した地域課題） 令和４ 年１ １ 月１ ６日版

目標 優先課題 想定される

対象者像等

課題に関連する

データや事実

現在の取組 今後の取組事項 多様な主体

による対応を

検討する事項
介護保険 介護保険外の

健康福祉局の取組

他局・ 他分野

1

介護予防・重度

化の防止に向けた

高齢者実態把握

及び早期発見・早

期支援の仕組み

の構築 

ア

重度化等のリスクが高い高

齢者の把握及び積極的な

働きかけの手法構築 

支援が必要でも適切なタイミングでの相

談に繋がらない高齢者 

現時点では必ずしも支援が必要でない

が、虚弱化しつつある（ リスクがある）

高齢者 

・不安や困りごとがある高齢者の割

合 

全体： 33.6%  

独居： 45.1%  

（ 高齢者実態調査）  

【対象者像の一例】 

・要支援高齢者約17 千人 

・介護サービスを利用していない要

支援者約５.6 千人 

○地域包括支援センターによる高齢者実

態把握 

○高齢者生活状況調査（ ひとり暮らし高

齢者見守り事業における） の実施手法

の見直し

○介護予防・日常生活支援総合事業のあ

り方検討（ 令和４年度末まで） " 

○介護サービスを利用していない要支援者

の現状分析と課題整理

○介護予防・日常生活支援総合事業のあ

り方検討（ R４年度末まで）

・重度化リスクがある対象者の早期

発見・早期対応の仕組みを検討

（ R3~ R5）  

→新規の要支援者等を対象とした

自立支援型の働きかけの検討R４

後半~ R5）

・高齢者生活状況調査等の調査結

果の提供及び活用（ R4～）  

→見守りを行う民生委員児童委員と

の連携を検討 

・高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施の取組（ ハイリスクアプロ

ーチ）  

・地域見守りネットワーク事

業への参画 

・地域活動等を通じた相談の把握、

受け皿となる居場所づくりの現状把

握（ 目標３イウと連動）  

・重層的支援体制整備事業活用の

検討 

・相談、訪問、みまもり活動を行う民

生委員児童委員との連携を検討 

イ

地域の特性に合わせた地

域包括支援センターの認知

度向上の取組 

・市外からの転入者 

・分譲マンション居住者 

・ひとり暮らし高齢者等 

・就労している介護者等 

第8 期計画指標 

（ 認知度）  

H28:39.4% (実績) 

Ｒ1： 44.4% (実績) 

Ｒ4： 50.0% (目標) 

○地域包括支援センターリーフレットの作

成・配布 

○地域包括ケアシステムパンフレットへの相

談機関の連絡先掲載 

○次期高齢者実態調査のクロス集計項目

等の検討 

・対象者像に合わせた効果的な周知

方法の検討 

・連絡協議会を活用した民間企業へ

のアプローチ（ リーフレット等の配布、

企業・団体への出張講座等）  

→地ケア連絡協議会WGにおける

民間企業連携の検討

・（ 地ケア連絡協議会参

画団体） 企業・団体内で

のリーフレット等の配布、職

場での講座開催 

2

複雑化・多様化す

る支援ニーズへの

対応強化 

ア

高齢者の自立支援に資す

るケアマネジメント機能の強

化（ 包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援）  

在宅介護サービス等を利用している高

齢者 

○相談支援・ケアマネジメント会議の設置・

運営 

○川崎市ケアマネジメント機能強化事業の

開始（ 令和４年４月～）

○地域リハビリテーション活動支援事業によ

るケアマネジメント支援の効果検証

・ケアマネジャー法定研修カリキュラム

改定への対応 

・地域包括支援センターによる包括

的・継続的ケアマネジメント支援の強

化（ 地域ケア会議の活用等）  

・介護予防ケアマネジメントの強化 

イ 高齢者の権利擁護の強化

・高齢者虐待を受けているケース 

・消費者被害に遭うリスクがある高齢者

・成年後見制度の利用が必要なケース

高齢者虐待通報件数 

H30 204 件 

R1  296 件 

R2  304 件 

〇高齢者虐待対応マニュアルの改訂

（ R3）  

〇成年後見制度利用促進計画に基づく成

年後見支援センター(中核機関)の設置 

〇成年後見利用促進協議会の運営 

・高齢者虐待対応スキルの平準化を

目的としたリスクアセスメントシートの

改定 

・複雑化するケースへの対応強化を

目的とした研修の実施 

・早期の権利擁護支援ネットワーク

構築を目的に権利擁護ワーキングを

実施（ 行政、地域包括支援センタ

ー、障害者相談支援センター、成年

後見支援センター）  

・消費者行政センターとの連携による

消費者被害の防止の取組の展開

（ 経済労働局）  

ウ

地域ケア会議の活用による

相談支援ネットワークの構

築 

○適切な支援につながっていないケース

○支援拒否のケース 

○権利擁護が必要なケース 

○複合的な課題を含むケース 

○介護予防、自立支援・重度化防止

に関するケース 

○地域の多様な人々 による支援が必

要なケース 等 

第８期計画指標 

(開催件数) 

Ｒ2： 163 回（ 実績）  

Ｒ3： 440 回（ 実績）

Ｒ4： 350 回（ 目標）  

Ｒ5： 400 回（ 目標）  

○個別ケア会議、地域ケア圏域会議、相

談支援・ケアマネジメント会議の開催 

○川崎市地域ケア会議運営ガイドラインの

改定（ 令和３年3 月） による運用ルー

ルの見直し（ 令和３年度の計画目標値

を達成）  

・地域ケア会議の運用ルール見直し

による活用促進（ 継続）  

・報告様式の統合及び簡素化等に

よるセンターの負担軽減 

・検討事例等の集約、共有によるノ

ウハウの蓄積 

エ

障害や生活困窮など世帯

単位の課題があり包括的

なケースワークの必要性が

ある事例への対応強化 

○複合的な課題を含むケース 

○多職種、多機関連携体制 

○住宅確保等の分野を跨る課題を抱

えたケース 

○多機関連携支援モデルを活用した研修

等の実施（ 延期）  

○高齢者支援業務に携わる行政職員向け

研修等の実施 

○総合リハビリテーション推進センターによる

支援者支援の実施 

○川崎市居住支援協議会との連携による

住宅確保要配慮者への対応 

・地域ケア会議の活用による支援 

・多機関連携支援モデルを活用した

研修等の実施（ 令和4 年度以降

も継続）  

・高齢者支援業務に携わる行政職

員向け研修等の実施（ 令和4 年

度も継続）  

・重層的支援体制整備事業活用の

検討 

・川崎市居住支援協議会、すまいの

相談窓口との連携強化（ まちづくり

局）  

参考資料４ 



目標 優先課題 想定される

対象者像等

課題に関連する

データや事実

現在の取組 今後の取組事項 多様な主体

による対応を

検討する事項
介護保険 介護保険外の

健康福祉局の取組

他局・ 他分野

３

社会参加・交流

機会の確保による

閉じこもりや機能

低下等のリスクの

低減

ア
介護予防の普及啓発高齢

者の社会参加の促進 
一般高齢者 

第８期計画指標介護予防普及

啓発事業参加者数Ｒ1:40,010

人（ 実績） Ｒ5:40,010 人以上

（ 目標）  

○地域包括支援センターによる普及啓発、

地域活動の展開 

○介護予防普及啓発事業（ 一般介護予

防事業） の実施 

○地ケア連絡協議会ワーキンググループにお

ける地域ニーズ及び対応サービスの検討 

・地域包括支援センターによる普及

啓発、地域活動の展開・介護予防

普及啓発事業（ 一般介護予防事

業） の実施 

・地域包括ケアシステム連絡協議会

を活用した民間企業へのアプローチ

（ 高齢者の社会参加ニーズの提

示）  

・高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施の取組（ ポピュレーショ

ンアプローチ）  

・コミュニティ施策との連携 

・（ 地ケア連絡協議会参

画団体） 地域のニーズを

踏まえた社会参加・交流

系のサービスの提供 

イ
虚弱になっても通い続けら

れる居場所づくり 

虚弱高齢者 

介護サービスを利用していない要支援

高齢者等 

【対象者像の一例】 

介護サービスを利用していない要

支援者約５千人 

○住民主体による要支援者等支援事業委

託団体 10 団体 

○ 地域の「通いの場」の把握のための調査

実施 

・地域包括支援センターによる地域

活動支援 

・地域の通いの場の情報把握・集約

・委託団体の活動継続支援と新規

団体候補の選出 

・民生委員児童委員による地域活

動との連携

ウ
居場所づくりの新たな担い

手の確保 

虚弱高齢者 

介護サービスを利用していない要支援

高齢者等 

【対象者像の一例】 

介護サービスを利用していない要

支援者約５千人 

○（ 看護） 小規模多機能型居宅介護事

業所への生活支援コーディネーター配置 

18 事業所設置(令和4 年10 月現在)

・委託事業所の拡充 

R4:24 事業所（ 目標値）  

R5:31 事業所（ 目標値）  

介護予防や生活支援としての効果

検証 

エ
高齢者の外出機会等の確

保 
一般高齢者 

・ほぼ毎日外出する高齢者の割

合： 52.5％ 

・生活に「はり」を感じている高齢者

のうちほぼ毎日外出している割

合： とても感じる人 67.1％、まあ

感じる人57.5％ 

○高齢者外出支援乗車事業の実施及び

令和4 年10 月にICT導入 

○福祉有償運送運営協議会の開催による

実施団体の支援 

・居場所づくりの取組における移動支

援（ 目標3 イウ）  

・移動に困りごとを抱える方のニーズ

分析 

・より高齢者が外出したくなるような動

機づけとなる施策の検討（ 第3期実

施計画期間中に検討予定）  

・まちづくり局が所管する地域公共交

通計画との連携（ コミュニティ交通へ

の支援・活用等）  

・（ 地ケア連絡協議会参

画団体） より高齢者が外

出したくなるような動機づけ

となる取組の検討 

４

認知症の人が暮ら

しやすい地域をつく

る 

ア
地域住民・企業等に対す

る普及啓発 
地域住民、企業等 

第８期計画指標 

認知症サポーター養成者数 

R1:6.8 万人（ 実績）  

R5:9.5 万人（ 目標）  

○認知症フェア（ 世界アルツハイマーデー）

 ※令和3 年度新型コロナの影響で中止 

○ 認知症サポーター養成講座(市民向け・

小中学校向け）  

・認知症サポーターのフォローアップ 

・若年性認知症コーディネーターと連

携した企業への普及啓発 

・毎年啓発イベントを実施 

・地域包括ケアシステム連絡協議会

を活用した認知症の普及啓発の推

進 

・（ 地ケア連絡協議会参

画団体） 市民の関心が高

い認知症に関する効果的

な普及啓発、既存サービス

との連携等 

イ
適切な認知症ケアへの理

解と家族への支援 

認知症の人及びその家族等 

・単身世帯、夫婦のみ世帯、介護

世帯等の増加 

・認知症高齢者の増加 

R2:5.7 万人 

R7:7.2 万人 

○認知症コールセンターの運営 

○認知症あんしん生活実践塾での取組 

○ 地域カフェ・認知症カフェ(市内 79 か

所） の支援 等 

○ 認知症地域支援推進員の職の設置

（ R4～）

・関係事業との効果的な連携方法の

検討 

・認知症地域支援推進員の各区へ

の設置 

認知症診断直後（ 又は認知症状あ

り） かつ介護サービス等につながってい

ない高齢者 

〇軽度認知障害（ MCI） スクリーニングモ

デル事業の実施（ R2～R4）  

〇認知症ケアパス（ アクションガイドブック）

の普及 

・認知症地域支援推進員の取組に

よる地域の支援体制づくり 

・認知症疾患医療Cにおける診断後

支援の取組 

ウ
認知症支援体制の構築と

医療との適切な連携 
介護従事者、医療従事者等

・認知症高齢者の増加 

R2:5.7 万人 

R7:7.2 万人 

○介護従事者、医療従事者等に対する研

修の実施 

○認知症疾患医療センターの増設(市内2

→4か所 か所）  

・認知症疾患医療センターと、認知

症サポート医、かかりつけ医等の連携

強化 

・認知症疾患医療センター連携協議

会を通じた医療・介護連携の強化 

５
災害時の対応強

化 

ア
介護サービス利用者等の

避難支援の仕組みの構築

施設入居者を除く要介護３以上の高

齢者 

約１.４万人 

災害対策基本法の改正 

○ 令和３年度国モデル事業における避難

計画作成対象者の基準整理、避難計

画帳票の作成、運用ルールの整理

○市独自の個別避難計画作成モデル事業

（ 令和４年度～）

・運用構築に向けた検討（ R４）  
・危機管理部門と福祉部門の連携

強化 

イ

地域包括支援センターの災

害時業務継続計画（ Ｂ

ＣＰ） 策定の検討 

介護保険法の改正 

・介護事業所は令和５年度までに

作成が必要 

災害時業務継続計画（ ＢＣＰ）

作成の検討（ R4）  


